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別 紙 

 

統合幕僚監部及び自衛隊サイバー防衛隊に勤務する隊員の勤務時間運用要領 

 

１ 目 的 

この要領は、統合幕僚監部及び自衛隊サイバー防衛隊に勤務する隊員の勤務時

間の運用に関し、次の各号に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的

とする。 

（１）自衛隊法施行規則(昭和２９年総理府令第４０号。以下「施行規則」とい

う。） 

（２）自衛官以外の隊員の勤務時間及び休暇に関する訓令（昭和３７年防衛庁訓

令第４３号。以下「事務官等訓令」という。） 

（３）自衛官の勤務時間及び休暇に関する訓令（昭和３７年防衛庁訓令第６５号。

以下「自衛官訓令」という。） 

（４）統合幕僚監部及び自衛隊サイバー防衛隊に勤務する隊員の勤務時間及び休

暇に関する達（平成２０年自衛隊統合達第１５号。以下「統幕達」という。） 

（５）隊員の勤務時間の運用について（人１第２４７６号。４．４．２１。以下

「勤務時間運用通知」という。）                                                                                                              

（６）早出遅出勤務等の運用について（人１第６３１１号。１８．６．３０。以

下「早出遅出運用通知」という。） 

（７）フレックスタイム制による勤務時間の割振り又は日課の定めの基準等につ

いて（通知）（防人計第７４９２号。令和５年３月３１日。以下「フレックス

運用通知」という。） 

 

２ 用語の定義 

（１）時差通勤勤務 

事務官等訓令第２条第５項及び自衛官訓令第５条第３項の規定に基づく勤務

時間の割振り又は日課の定め（以下「勤務時間の割振り等」という。）による

勤務をいう。 

（２）早出遅出勤務 

事務官等訓令第２条第６項及び第７項並びに自衛官訓令第９条第１項及び第

２項の規定に基づく勤務時間の割振り等による勤務をいう。 

（３）割振り権者 

統幕達第６条に規定する休暇承認権者をいう。 

（４）予算折衝等従事隊員 

事務官等訓令第２条第７項の国会関係、国際関係、法令協議、予算折衝等の

業務及び自衛官訓令第９条第２項の国際関係、予算折衝等の業務に従事する隊

員をいう。 
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（５）フレックスタイム制勤務 

事務官等訓令第２条第８項から第１９項まで及び第２６項並びに自衛官訓令

第９条第３項から第９項まで及び第１２項の規定に基づく勤務時間の割振り等

による勤務をいう。 

（６）一般隊員 

施行規則第４４条第５項又は自衛官訓令第９条第３項の適用を受ける隊員を

いう。 

（７）育児介護隊員及び対象障害者 

施行規則第４４条第６項又は自衛官訓令第９条第７項の適用を受ける隊員を

いう。 

（８）医 官 

自衛官訓令第９条第８項の適用を受ける隊員をいう。 

（９）フレキシブルタイム 

フレックスタイム制勤務において、始業又は課業開始及び終業又は課業終了

の時刻を設定することができる時間帯をいう。 

 

３ 休憩時間の延長及び短縮 

割振り権者は、勤務時間運用通知第１１項第４号及び第５号、早出遅出運用通 

知第４第１項及び第２項並びにフレックス運用通知第２第３項及び第４項の規定

により、休憩時間の延長及び短縮をすることができるものとする。 

 

４ 早出遅出勤務等 

（１）時差通勤勤務 

ア 早出遅出勤務運用通知別紙の第１第１項の規定による指定は、割振り権者

が行うものとする。 

イ 割振り権者は、業務等に支障のない範囲で、付紙様式の勤務時間の割振り

等指定簿（以下「指定簿」という。）により、当該指定簿が適用される月

（以下「適用月」という。）の前月の末日までに指定するものとする。 

ウ 通勤状況、業務等により指定後に訂正があった場合は、指定簿の訂正箇所

を一線で抹消・修正し、割振り権者の姓を記入するものとする。 

エ 割振り権者は、イ又はウの規定に基づき指定簿を作成又は訂正したときは、

適用月の末日までの間、当該指定簿を見やすい場所に掲示する等により、該

当する隊員に周知するものとする。 

（２）早出遅出勤務 

ア 勤務時間の割振り等 

早出遅出運用通知別紙の第２第１項及び第７項の規定に基づく勤務時間の

割振り等は、同１項各号に掲げるとおりとする。 
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イ 請求に係る早出遅出勤務 

（ア）事務官等訓令第２条第６項及び自衛官訓令第９条第１項の規定に基づく

請求に係る承認は、請求に係る事由についての証明書類等を確認し、割振

り権者が行うものとする。 

（イ）隊員が（ア）の請求を行う場合は、次の各項目に掲げる区分に応じて、

当該各項目に定める証明書類を添付するものとする。また、事務官等訓令

第２号第６項第５号に係る請求の場合は、割振り権者が必要と認める場合

添付する。 

ａ 事務官等訓令第２条第６項第１号から第３号及び自衛官訓令第９条第

１項第１号から第３号に係る請求の場合 

戸籍抄本、住民票等 

ｂ 事務官等訓令第２条第６項第４号及び自衛官訓令第９条第１項第４号

に係る請求の場合 

通学証明書、受講証等                     

ｃ 事務官等訓令第２条第６項第５号に係る請求の場合 

請求に係る事由に関するもの（確認する必要を認める場合のみ。） 

（ウ）割振り権者は、早出遅出運用通知別紙の第３第３項の規定に基づき、同

別紙様式第４の早出遅出勤務承認・不承認通知書により隊員に通知したと

きには、前号イからエまでの規定を準用し、指定簿を作成し、勤務時間の

割振り等を行うものとする。 

（エ）（ウ）の規定は、早出遅出運用通知別紙の第３第３項の規定に基づき、

隊務又は公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなり、同別紙

様式第５の隊務（又は公務）の運営に支障が生じる日の通知書により通知

する場合について準用する。 

ウ 予算折衝等従事隊員の疲労蓄積防止等のための早出遅出勤務 

（ア）早出遅出運用通知別紙の第２第７項の規定による指定は、割振り権者が

行うものとする。 

（イ）前号イからエまでの規定は、（ア）の規定に基づき早出遅出勤務を指定

する場合について準用する。 

 

５ フレックスタイム制勤務 

（１）フレックス隊務制勤務の勤務時間の割振り等 

フレックス運用通知第１第３項に規定するフレックスタイム制適用隊員に

対する勤務時間の割振り等は、割振り権者が行うものとする。 

（２）標準勤務時間 

フレックス運用通知第１第８項第２号に規定する標準勤務時間は、８時３０

分から１７時１５分（休憩時間は、１２時から１３時）とする。 
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（３）フレックスタイム制勤務に係るコアタイム及び休憩時間 

原則として、付表のとおりとする。ただし、これにより難い場合は、割振り

権者が定める。 

（４）フレックスタイム制勤務に係る申告等 

ア 申 告 

フレックスタイム制勤務を希望する隊員は、フレックス運用通知別紙様

式第８の申告・割振り簿により、フレックスタイム制勤務の単位期間の開

始日の前日までに申告するものとする。 

イ 割振り 

割振り権者は、アの申告があった場合、フレックス運用通知別紙様式第８

の申告・割振り簿により単位期間の開始前までに勤務時間の割振り等を行い、

申告した隊員に示すものとする。 

（５）単位期間の開始日 

前号アの規定によりフレックスタイム制勤務の申告をした隊員については、

フレックスタイム制勤務の適用を受ける場合の単位期間の開始日を同一の日と

し、月曜日とすることを基準とする。ただし、これにより難い場合は、割振り 

権者により別に定める。 

 

６ その他 

（１）本通達に基づき割振り権者が作成する指定簿、申告・割振り簿及び各種通

知書並びに隊員が作成する各種請求書、申出書、状況変更届及び申請書の保

存期間は３年とし、統合幕僚監部及び自衛隊サイバー防衛隊の会計事務に関

する達（平成２０年自衛隊統合達第１２号）第９条に規定する勤務状況管理

者が管理するものとする。 

（２）統合幕僚学校長及び自衛隊サイバー防衛隊司令は、前各項の規定により難

い事情がある場合は、統合幕僚長と調整するものとする。 
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付紙様式

指定者の確認 
勤務時間 

管理員の確認 

    
   

  

    
   
   
   

                                      
 勤務時間の割振り等指定簿（   年   月分）  

所属班室等：           

階級等 
    日・曜 

氏名 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                                               

                                                                  

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                  
 （記入要領）                                  
 １ 時差通勤勤務・・・「時」と記入                           
 ２ 請求に係る早出遅出勤務・・・下表のいずれかの番号に加え、「Ｓ」と記入 例）「⑨Ｓ」           
 ３ 予算折衝等従事隊員に係る早出遅出勤務・・・下表のいずれかの番号に加え、「Ｙ」と記入 例）「㉕Ｙ」      

  
 
 

 
 

                                   

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                    

 

  

①０５００～１３４５ ②０５１５～１４００ ③０５３０～１４１５ ④０５４５～１４３０ ⑤０６００～１４４５ ⑥０６１５～１５００ ⑦０６３０～１５１５ 
⑧０６４５～１５３０ ⑨０７００～１５４５ ⑩０７１５～１６００ ⑪０７３０～１６１５ ⑫０７４５～１６３０ ⑬０８００～１６４５ ⑭０８１５～１７００ 
⑮０８３０～１７１５ ⑯０８４５～１７３０ ⑰０９００～１７４５ ⑱０９１５～１８００ ⑲０９３０～１８１５ ⑳０９４５～１８３０ ㉑１０００～１８４５ 
㉒１０１５～１９００ ㉓１０３０～１９１５ ㉔１０４５～１９３０ ㉕１１００～１９４５ ㉖１１１５～２０００ ㉗１１３０～２０１５ ㉘１１４５～２０３０ 
㉙１２００～２０４５ ㉚１２１５～２１００ ㉛１２３０～２１１５ ㉜１２４５～２１３０ ㉝１３００～２１４５ ㉞１３１５～２２００       
 ※ 休憩時間：①～②０７１５～０８１５、③～⑥１１３０～１２３０、⑦～⑳１２００～１３００、㉑～㉔１２３０～１３３０、㉕～㉞１７１５～１８１５ 



 
７」 

      付 表 

区分 

勤務時間及び日課 

休憩時間 

休養日 

及び 

週休日 コアタイム フレキシブルタイム 

一般 

隊員 
１０００～１２００※１ 

０５００～１０００、

１２００～２２００ 

連続する４時間３０分

（割振り権者が隊務の

運営並びに隊員の健康

及び福祉を考慮して支

障がないと認める場合

は６時間３０分）の勤

務時間を超える前に休

憩時間を３０分以上置

くこととする。 

日曜日及び

土曜日 

育児 

介護 

隊員 

・医官 

１３００～１５００※２ 
０５００～１３００、 

１５００～２２００ 

日曜日及び

土曜日 

申告がある

場合は上記

以外に１日 

※１ 割振り権者は、事務官等訓令第２条第８項第１号イ及び自衛官訓令第９条第４項第１号

イの規定に基づき、週１日（休日を除く月曜日から金曜日の間）を限度として、コアタイ

ムの設定時間帯に関わらず、２時間を下回る勤務時間（最小勤務時間は１５分間）を設定

することができる。 

※２ 育児介護隊員又は医官であって週休日の申告をしなかった隊員は、週１日（休日を除く

月曜日から金曜日の間）を限度として、コアタイムの設定時間帯に関わらず、２時間を下

回る勤務時間（最小勤務時間は１５分間）を設定することができる。 

 
 

 


